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資料１－（１） 

令和８年度労働報酬下限額について（事務局案） 

 

◆工事又は製造の請負契約（条例第６条第１項第１号関係） 

農林水産省及び国土交通省が決定した令和８年３月から適用する兵庫県における公共工事

設計労務単価（以下「設計労務単価」という。）５１職種ごとの単価を８で除して得た額に１００分

の９０を乗じて得た額とする。 

※兵庫県における設計労務単価が公表されていない職種がある場合は、当該職種に該当する

労働者等について、事前に既存職種の労働報酬下限額で合意を得ることとする。 

※見習い、軽作業等を行う者については、令和８年度から適用する下記労働報酬下限額と同

額の１，１８８円とする。ただし、使用者が当該労働者等の合意を得た場合に限る。 

 

◆工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定（条例第６条第１項第２号関係） 

工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定（以下「業務委託契約等」という。）に適用

する下限額について、以下の３通りの方法により検討した。 

   ①当市会計年度任用職員(事務補助)の給与 

上記は、資料１―（４）より、１時間当たり１，２０９円（１円未満切捨て）となる。 

②令和８年の公共工事設計労務単価における兵庫県の主要１２職種単純平均上昇率 

上記は、資料１―（４）より、令和７年から令和８年にかけての兵庫県主要１２職種の単純

平均上昇率約２.８６％を用いて試算すると、１，１５２円（１円未満切捨て）となる。 

③兵庫県最低賃金の上昇率 

上記は、資料１―（４）より、令和６年から令和７年にかけての上昇率約６．０８％を用いて

試算すると、１，１８８円（１円未満切捨て）となる。 

以上のことから、試算した①及び②の下限額は、現行下限額に①は「８９円」、②は「３２円」を

加算した額となり、ともに現行下限額と乖離していることから、今回は参考程度とする。また、③

の上昇率は直近５年間で最も高いが、試算した１，１８８円は市場の賃金上昇を可能な限り反映

した額であると考えている。 

よって、業務委託契約等における労働報酬下限額については、上記のとおり１，１８８円が妥

当であると考える。 

ただし、一部指定管理協定の受託者から、「近年の労働報酬下限額の上昇幅が大きく、負担

となっている」という声があることを申し添える。 
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資料１ー（２）

業種 令和７年度 令和８年度 80% 85% 90% 95%

1 特殊作業員 24,700 25,100 2,510 2,660 2,820 2,980

2 普通作業員 23,500 24,100 2,410 2,560 2,710 2,860

3 軽作業員 16,300 16,500 1,650 1,750 1,850 1,950

4 造園工 25,200 26,800 2,680 2,840 3,010 3,180

5 法面工 29,000 29,200 2,920 3,100 3,280 3,460

6 とび工 28,000 28,300 2,830 3,000 3,180 3,360

7 石工 ― ― ― ― ― ―

8 ブロック工 30,900 ― ― ― ― ―

9 電工 25,100 26,600 2,660 2,820 2,990 3,150

10 鉄筋工 26,900 27,200 2,720 2,890 3,060 3,230

11 鉄骨工 25,700 25,900 2,590 2,750 2,910 3,070

12 塗装工 27,300 29,000 2,900 3,080 3,260 3,440

13 溶接工 31,800 32,100 3,210 3,410 3,610 3,810

14 運転手（特殊） 25,700 26,300 2,630 2,790 2,950 3,120

15 運転手（一般） 23,500 23,800 2,380 2,520 2,670 2,820

16 潜かん工 36,900 37,200 3,720 3,950 4,180 4,410

17 潜かん世話役 46,100 46,500 4,650 4,940 5,230 5,520

18 さく岩工 30,400 30,600 3,060 3,250 3,440 3,630

19 トンネル特殊工 46,100 46,500 4,650 4,940 5,230 5,520

20 トンネル作業員 30,900 31,200 3,120 3,310 3,510 3,700

21 トンネル世話役 45,300 45,700 4,570 4,850 5,140 5,420

22 橋りょう特殊工 34,500 34,800 3,480 3,690 3,910 4,130

23 橋りょう塗装工 33,700 34,000 3,400 3,610 3,820 4,030

24 橋りょう世話役 42,000 44,500 4,450 4,720 5,000 5,280

25 土木一般世話役 28,300 29,300 2,930 3,110 3,290 3,470

26 高級船員 31,900 34,100 3,410 3,620 3,830 4,040

27 普通船員 26,200 28,100 2,810 2,980 3,160 3,330

28 潜水士 41,200 43,600 4,360 4,630 4,900 5,170

29 潜水連絡員 31,800 33,700 3,370 3,580 3,790 4,000

30 潜水送気員 31,800 32,300 3,230 3,430 3,630 3,830

31 山林砂防工 29,700 30,300 3,030 3,210 3,400 3,590

32 軌道工 42,500 45,000 4,500 4,780 5,060 5,340

33 型わく工 29,600 31,400 3,140 3,330 3,530 3,720

34 大工 28,900 29,200 2,920 3,100 3,280 3,460

35 左官 27,000 28,600 2,860 3,030 3,210 3,390

36 配管工 24,400 25,400 2,540 2,690 2,850 3,010

加東市労働報酬下限額公共工事設計労務単価（兵庫県）

労働報酬下限額（工事）の割合比較
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業種 令和７年度 令和８年度 80% 85% 90% 95%

加東市労働報酬下限額公共工事設計労務単価（兵庫県）

37 はつり工 30,300 30,600 3,060 3,250 3,440 3,630

38 防水工 27,400 27,900 2,790 2,960 3,130 3,310

39 板金工 29,400 31,200 3,120 3,310 3,510 3,700

40 タイル工 ― ― ― ― ― ―

41 サッシ工 30,100 30,900 3,090 3,280 3,470 3,660

42 屋根ふき工 ― ― ― ― ― ―

43 内装工 30,900 32,600 3,260 3,460 3,660 3,870

44 ガラス工 28,000 28,700 2,870 3,040 3,220 3,400

45 建具工 ― ― ― ― ― ―

46 ダクト工 25,700 26,500 2,650 2,810 2,980 3,140

47 保温工 28,900 29,600 2,960 3,140 3,330 3,510

48 建築ブロック工 ― ― ― ― ― ―

49 設備機械工 28,000 30,100 3,010 3,190 3,380 3,570

50 交通誘導警備員Ａ 17,800 18,700 1,870 1,980 2,100 2,220

51 交通誘導警備員Ｂ 14,700 15,600 1,560 1,650 1,750 1,850

※建築ブロック工の公共工事設計労務単価は、十分な有効標本数が確保できなかったとして設定なし。

※石工、ブロック工、タイル工、屋根ふき工、建具工の令和８年度の兵庫県の単価は設定されていない。
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◆工事又は製造の請負契約（条例第６条第１項第１号関係） 

農林水産省及び国土交通省が決定した令和８年度の兵庫県における公共工事設計労務単価（以

下「設計労務単価」という。）を８で除して得た額に １００分の９０を乗じて得た額とする。た

だし、１０円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。 

No.   職  種 
公共工事設計 

   労 務 単 価 
労働報酬下限額 No.  職  種 

公共工事設計 

   労 務 単 価 
労働報酬下限額 

1 特殊作業員 25,100 2,820 27 普通船員 28,100 3,160 

2 普通作業員 24,100 2,710 28 潜水士 43,600 4,900 

3 軽作業員 16,500 1,850 29 潜水連絡員 33,700 3,790 

4 造園工 26,800 3,010 30 潜水送気員 32,300 3,630 

5 法面工 29,200 3,280 31 山林砂防工 30,300 3,400 

6 とび工 28,300 3,180 32 軌道工 45,000 5,060 

7 石工 ― ― 33 型わく工 31,400 3,530 

8 ブロック工 ― ― 34 大工 29,200 3,280 

9 電工 26,600 2,990 35 左官 28,600 3,210 

10 鉄筋工 27,200 3,060 36 配管工 25,400 2,850 

11 鉄骨工 25,900 2,910 37 はつり工 30,600 3,440 

12 塗装工 29,000 3,260 38 防水工 27,900 3,130 

13 溶接工 32,100 3,610 39 板金工 31,200 3,510 

14 運転手（特殊） 26,300 2,950 40 タイル工 ― ― 

15 運転手（一般） 23,800 2,670 41 サッシ工 30,900 3,470 

16 潜かん工 37,200 4,180 42 屋根ふき工 ― ― 

17 潜かん世話役 46,500 5,230 43 内装工 32,600 3,660 

18 さく岩工 30,600 3,440 44 ガラス工 28,700 3,220 

19 トンネル特殊工 46,500 5,230 45 建具工 ― ― 

20 トンネル作業員 31,200 3,510 46 ダクト工 26,500 2,980 

21 トンネル世話役 45,700 5,140 47 保温工 29,600 3,330 

22 橋りょう特殊工 34,800 3,910 48 建築ブロック工 ― ― 

23 橋りょう塗装工 34,000 3,820 49 設備機械工 30,100 3,380 

24 橋りょう世話役 44,500 5,000 50 交通誘導警備員 A 18,700 2,100 

25 土木一般世話役 29,300 3,290 51 交通誘導警備員 B 15,600 1,750 

26 高級船員 34,100 3,830     

（注）石工、ブロック工、タイル工、屋根ふき工、建具工、建築ブロック工については、兵庫県の設計労務単価の
設定が無いため、当該職種に該当する労働者等について、事前に既存職種の労働報酬下限額で合意を得るこ
と。 

（注）この表に掲げる職種に該当する労働者等のうち、見習い、軽作業等を行う者については、１，１８８円とす
る。ただし、使用者が当該労働者等の合意を得た場合に限る。 

 

◆工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定（条例第６条第１項第２号関係） 

労働報酬下限額   １，１８８円 

※なお、上記両契約において、労働報酬下限額が兵庫県最低賃金の時間額を下回った場合は、

当該最低賃金額とする。ただし、１０円未満の端数がある場合には１０円単位に切り上げる。 

資料１－（３） 
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最低賃金 増減 下限額 増減 下限額 増減 下限額 増減

平成27年度 794 840 830 840

平成28年度 819 ＋25 840 ±0 850 +20 860 ＋20

平成29年度 844 ＋25 860 ＋20 870 +20 870 ＋10

平成30年度 871 ＋27 880 ＋20 890 +20 875 ＋5

令和元年度 899 ＋28 900 (890) ＋20 (＋10) 910 +20 890 ＋15

令和2年度 900 +1 920 +20 940 +30 920 +30

令和3年度 928 +28 930 (920) +10 (±0) 940 ±0 920 ±0

令和4年度 960 +32 960 (950) +30 (+20) 950 +10 950 +30

令和5年度 1,001 +41 1,010 (993) +50 (+33) 1,020 +70 1,000 +50

令和6年度 1,052 +51 1,053 +43 1,040 +20 1,042 +42

令和7年度 1,116 +64 1,120 (1,106) +67 (+53) 1,120 +80 1,106 +64

資料１ー（４）

１．兵庫県最低賃金及び近隣市の労働報酬下限額(業務委託契約等)の推移

２．工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額について

 昨年度においては、最新の加東市労働報酬下限額（当時は1,053円）に、兵庫県最低賃金の上昇率を加味した

金額（1,106円）で、当初の労働報酬下限額を設定した。

 今回も昨年度の検討と同様に、以下の３つの方法から次年度の労働報酬下限額を検討する。

工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額について

（単位：円）

※表( )内の下限額は当市が最低賃金改定前に決定していた下限額

※三木市、加西市の下限額については、各年度当初のみ

※表の増減額は、それぞれ前年度下限額からの増減額を表している

③兵庫県の最低賃金は、令和６年度から令和７年度にかけて、以下のとおり上昇している。

 1,116円（R7）÷1,052円（R6）＝1.06083… であり、 上昇率は約6.08％。

加東市の現行下限額1,120円に、今回の上昇率6.08％をかけると1,188.096円となる。

上記は、最低賃金の上昇率という昨今の賃金上昇を反映することができるため、令和８年度における工事又は

製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額として妥当であると考えられる。

よって、算出された1,188.096円から1円未満を切捨てた1,188円とする。

３．令和8年度における工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額の検討

②兵庫県主要12職種の労務単価は今年も上昇しているが、その上昇率は資料《参考２》より、2.86％であり、

現行の労働報酬下限額にその上昇率を加算した結果は1,152円となる。この結果を採用した場合、現行下限額

1,120円より32円高くなるが、現行下限額との乖離が小さすぎるため、参考程度とする。(1,120円×102.86％≒

1,152円)

兵庫県最低賃金 加東市(改定後(当初)) 加西市(当初のみ)三木市(当初のみ)

①加東市職員の会計年度任用職員(事務補助)の給与を１時間あたりに換算すると、資料《参考５》より、1,209

円となるが、この結果を採用した場合、現行下限額1,120円より89円高く、現行下限額との乖離が大きすぎるた

め、参考程度とする（1,209円÷1,120円＝1.07946･･･より、上昇率は7.95％）。
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資料１－（５） 

◆労働報酬下限額とは 

 

   

 

加東市工事等の契約に係る労働環境の適正化に関する条例（一部抜粋） 

 

（定義） 

第２条 

  (1)～(5) 省略 

（6） 労働報酬下限額 公契約等に係る業務に対して提供する労働の対価として、第４ 

   号アに規定する労働者が労働基準法第２４条第２項の規定に基づき、受注者等から 

受ける賃金の１時間当たりの金額及び同号イに規定する者がその業務を請け負った 

価額を通常その業務を完了させるために必要とされる時間で除して得た１時間当た 

りの金額の下限の額をいう。 

 

（労働報酬下限額）   

第６条 市長は、次の各号に掲げる公契約等の種類ごとに、当該各号に定める者に対し

て支払われるべき労働報酬下限額を定めるものとする。 

(1) 工事又は製造の請負契約（以下「対象請負契約」という。） 対象請負契約に係

る業務に従事する労働者等（農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いる

ため毎年度決定する公共工事設計労務単価（次項において「設計労務単価」という。）

に掲げる職種の業務に従事する者に限る。） 

(2) 工事又は製造以外の請負契約及び指定管理協定（以下「対象委託契約」という。）  

対象委託契約に係る業務に従事する労働者等 

２ 労働報酬下限額は、対象請負契約又は対象委託契約の内容に応じて、次の各号に掲

げる額等を勘案して定めるものとする。 

 (1) 設計労務単価 

(2) 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第９条第１項に規定する地域別最低賃 

金として定められた兵庫県の最低賃金額 

(3) その他公的機関が定める労務単価の基準及び市職員の給料単価等 

３ 市長は、労働報酬下限額を定めようとするときは、第８条に規定する加東市労働報

酬等審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。 

対象労働者に対して支払われるべき 1 時間当たりの労働

の対価の下限の額  
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
上昇率

(対)令和7年度

1 特殊作業員 17,600 17,500 18,200 18,100 18,400 19,100 19,400 19,500 20,300 22,000 23,200 24,700 25,100 1.62%

2 普通作業員 16,200 16,600 18,000 17,900 18,200 18,900 19,200 19,200 19,800 21,200 22,000 23,500 24,100 2.55%

3 軽作業員 11,300 11,200 11,800 11,800 12,000 12,500 13,200 13,200 13,200 14,100 15,300 16,300 16,500 1.23%

4 造園工 18,300 18,300 18,000 18,800 19,100 19,300 20,000 20,600 20,600 21,800 23,200 25,200 26,800 6.35%

5 法面工 20,400 21,100 21,900 22,400 22,500 23,100 23,700 23,700 24,000 26,200 27,500 29,000 29,200 0.69%

6 とび工 20,400 21,100 21,900 22,400 22,500 23,100 23,700 23,700 23,800 25,300 26,600 28,000 28,300 1.07%

7 石工 25,700 ― ― ― ― ― 31,200 ― ― ― ― ― ― ―

8 ブロック工 22,300 ― ― ― ― ― 23,500 24,600 25,300 27,800 28,900 30,900 ― ―

9 電工 18,400 19,000 18,700 19,100 19,200 19,400 20,100 20,100 20,900 21,500 23,000 25,100 26,600 5.98%

10 鉄筋工 18,500 19,600 20,300 20,700 20,800 21,400 21,900 21,900 22,800 24,000 25,300 26,900 27,200 1.12%

11 鉄骨工 18,200 18,800 19,500 19,900 20,000 20,600 21,000 21,000 22,000 22,800 24,400 25,700 25,900 0.78%

12 塗装工 19,400 20,000 20,800 21,700 21,800 22,400 22,900 22,900 23,500 24,700 26,000 27,300 29,000 6.23%

13 溶接工 20,800 21,500 22,300 22,800 22,900 23,500 24,100 25,200 26,000 27,200 28,900 31,800 32,100 0.94%

14 運転手（特殊） 17,800 17,900 18,800 18,700 19,000 19,700 20,100 20,500 21,500 22,500 24,100 25,700 26,300 2.33%

15 運転手（一般） 16,100 16,000 16,600 16,500 16,800 17,400 17,700 18,300 18,700 20,300 22,000 23,500 23,800 1.28%

16 潜かん工 25,400 26,500 28,000 28,600 28,800 29,600 30,300 30,300 31,300 32,400 35,100 36,900 37,200 0.81%

17 潜かん世話役 30,000 31,400 33,100 33,800 34,000 34,900 35,800 35,800 37,100 40,100 42,200 46,100 46,500 0.87%

18 さく岩工 20,500 21,200 22,000 22,500 22,600 23,200 23,800 23,800 24,800 27,000 28,900 30,400 30,600 0.66%

19 トンネル特殊工 21,600 23,300 25,300 27,100 28,600 30,900 33,200 33,700 35,400 38,500 42,100 46,100 46,500 0.87%

20 トンネル作業員 19,700 20,400 21,200 21,700 21,800 22,400 24,100 25,100 25,100 27,300 29,400 30,900 31,200 0.97%

21 トンネル世話役 25,300 27,200 29,500 30,700 32,400 35,000 37,600 37,800 37,800 40,900 43,100 45,300 45,700 0.88%

22 橋りょう特殊工 24,500 25,200 26,100 26,700 26,800 27,500 28,200 28,600 28,600 31,100 32,800 34,500 34,800 0.87%

23 橋りょう塗装工 25,400 26,200 27,100 27,700 27,900 28,700 29,400 29,400 29,400 30,400 32,100 33,700 34,000 0.89%

24 橋りょう世話役 28,200 29,100 30,200 30,900 31,100 32,000 32,700 34,200 35,900 37,900 39,900 42,000 44,500 5.95%

25 土木一般世話役 20,300 20,300 20,000 20,600 21,400 21,700 22,400 22,500 23,200 25,100 26,100 28,300 29,300 3.53%

26 高級船員 23,500 24,000 23,600 24,000 24,400 24,700 25,500 26,700 26,700 27,900 29,800 31,900 34,100 6.90%

27 普通船員 19,100 19,100 18,800 19,100 19,400 19,600 21,000 21,000 21,400 22,400 24,400 26,200 28,100 7.25%

28 潜水士 29,800 30,700 31,700 32,400 32,600 33,500 34,300 34,300 35,900 37,200 39,200 41,200 43,600 5.83%

29 潜水連絡員 21,700 22,300 ― 23,400 23,500 24,200 24,700 24,700 26,000 ― ― 31,800 33,700 ―

30 潜水送気員 20,800 21,500 22,300 22,800 22,900 23,500 24,100 24,100 25,200 27,400 30,300 31,800 32,300 1.57%

31 山林砂防工 21,500 21,300 21,000 21,300 21,600 21,900 22,600 22,600 23,100 25,400 26,400 29,700 30,300 2.02%

32 軌道工 30,600 31,600 32,700 33,400 33,600 34,500 35,400 35,400 35,400 38,200 40,300 42,500 45,000 5.88%

33 型わく工 20,000 20,700 21,500 22,000 22,100 22,700 23,300 24,300 24,300 26,100 28,200 29,600 31,400 6.08%

34 大工 18,800 19,400 20,100 20,500 20,600 21,200 21,700 21,900 23,000 23,900 26,200 28,900 29,200 1.04%

35 左官 19,000 19,600 20,300 20,700 20,800 21,400 21,900 21,900 22,600 24,200 25,700 27,000 28,600 5.93%

36 配管工 17,900 17,700 17,800 18,300 18,500 18,700 19,400 19,600 20,400 21,500 22,500 24,400 25,400 4.10%

37 はつり工 19,900 20,600 21,400 21,900 22,000 22,600 23,200 24,200 25,400 27,400 28,800 30,300 30,600 0.99%

38 防水工 19,700 20,400 21,200 21,700 21,800 22,400 22,900 23,500 23,800 24,700 26,000 27,400 27,900 1.82%

39 板金工 18,800 19,400 20,100 20,500 20,600 21,200 21,700 21,900 21,900 23,800 28,000 29,400 31,200 6.12%

40 タイル工 ― ― ― ― ― ― ― ― 21,600 22,300 ― ― ― ―

41 サッシ工 18,100 ― ― 22,000 22,100 22,700 23,300 23,900 25,000 27,200 28,700 30,100 30,900 2.66%

42 屋根ふき工 ― ― ― ― ― ― ― 22,900 24,000 26,100 ― ― ― ―

43 内装工 20,600 21,300 22,100 22,600 22,700 23,300 23,900 24,900 25,500 27,700 29,400 30,900 32,600 5.50%

44 ガラス工 19,200 19,800 20,600 21,000 21,100 21,700 22,200 22,900 23,300 25,300 26,700 28,000 28,700 2.50%

45 建具工 17,700 18,600 ― ― ― ― 21,200 ― ― ― ― ― ― ―

46 ダクト工 17,700 17,500 17,800 19,000 19,100 19,300 20,000 20,600 21,000 22,700 24,000 25,700 26,500 3.11%

47 保温工 20,500 21,200 20,900 21,400 21,500 21,700 22,500 23,000 24,000 25,500 26,600 28,900 29,600 2.42%

48 建築ブロック工 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

49 設備機械工 21,400 21,200 20,900 21,900 22,000 22,200 23,000 23,000 23,600 25,000 26,100 28,000 30,100 7.50%

50 交通誘導警備員Ａ 10,500 11,300 11,700 12,000 12,500 13,100 13,600 14,000 14,100 15,400 16,600 17,800 18,700 5.06%

51 交通誘導警備員Ｂ 9,000 9,200 9,800 10,000 10,400 10,900 11,300 11,500 11,900 12,400 13,700 14,700 15,600 6.12%

3.14%

　　　　　　　凡例 ― 公共工事設計労務単価の設定なし 2.86%

主要12職種

≪参考２≫　

「対前年単純平均上昇率」　

　兵庫県公共工事設計労務単価の推移

　　全職種(比較可能単価のみ)

　　主要12職種
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≪参考３≫
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《参考４》
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《参考５》 
 

○加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 (令和8年2月20日時点)    

別表第１（第３条関係）  （一部抜粋） 

行政職給料表 

（単位 円） 

職員の区分 号給＼職務の級 1級 

時給換算  
給料月額 

再任用職員以外の職員 ２ 196,900 1,209 

３ 198,100 1,217 

４ 199,200 1,223 

※会計年度任用職員（事務補助）については、加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する規則の別表第1より、上記行政職給料表中 ”1級の2号” に相当する額となる。 

加東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第2項より、時間で報

酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、基準月額（上記表を参照）を162.75で除

して得た額とすると定められている。同規定に基づくと、上記“１級の２号“が適用され、下記式

のとおり、1時間当たりの給与に換算すると1,209円となっている。（賞与除く） 

 

   196,900円/162.75時間＝1,209.8310291…≒1,209円  

-45-



 

 

令和７年度の条例に関する実施状況の報告 

 

1. 公契約条例に係る令和７年度の状況 

〇条例適用契約件数【令和８年３月１日時点集計】 

   工  事   １２件（前年同時期 １１件）  

   業務委託    ９件（前年同時期 １２件) 

   指定管理協定 １２件（前年同時期 １２件) 

※業務委託の９件のうち、８件は前年度以前から継続して契約している案件 

 

2. 公契約条例を運用している近隣市との比較 

 

 (1)条例対象となる範囲【令和８年３月１日時点】 

 工事請負 業務委託(管理・運営等) 指定管理協定 

加東市 １億円以上 1,000 万円以上 
規則に定める指定管理施設 

【12契約 26箇所(R7.4.1時点）】 

三木市 5,000 万円以上 1,000 万円以上 
1,000 万円 

【9 箇所（R6.4.1 時点）】 

加西市 5,000 万円以上 1,000 万円以上 
1,000 万円 

【5 箇所（R6.4.1 時点）】 

 

 (2)発注件数と条例適用件数【令和６年度適用件数集計】 

 発注件数 条例適用件数 条例適用率 

加

東

市 

工事請負 96 11 11.5％ 

業務委託 98 12 12.2％ 

指定管理協定 12 12 100％ 

総件数と率 206 35 17.0％ 

三

木

市 

工事請負 160 8 5.0％ 

業務委託 155 12 7.7％ 

指定管理協定 17 9 52.9％ 

総件数と率 332 29 8.7％ 

加

西

市 

工事請負 80 10 12.5％ 

業務委託 81 14 17.3％ 

指定管理協定 5 5 100％ 

総件数と率 166 29 17.5％ 

 

 

資料２－（１） 
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3．令和７年度に取組んだ内容 

 

条例の周知 

工事の入札５６件の受注者に対し、条例周知リーフレットを用いて条例の説明を行った。

引き続き条例を周知することで適正な労働条件等の確保に努める。 
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